
横 浜 市 条 例 第 ３ 号  

横 浜 市 商 店 街 の 活 性 化 に 関 す る 条 例  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 商 店 街 が 地 域 経 済 の 活 力 の 維 持 及 び 地 域 コ ミ  

ュ ニ テ ィ の 核 と し て 果 た す 役 割 の 重 要 性 に 鑑 み 、 商 店 街 の 活 性 化

に つ い て 、 基 本 理 念 を 定 め 、 並 び に 横 浜 市 （ 以 下 「 市 」 と い う 。  

）、 事 業 者 、 商 店 会 、 関 係 団 体 及 び 大 型 店 の 責 務 を 明 ら か に す る

と と も に 、 市 の 施 策 の 基 本 と な る 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 商 店

街 の 活 性 化 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 に 推 進 し 、 も っ て 地 域 経 済 及 び

地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ の 発 展 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該  

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(1) 商 店 街  小 売 業 、 飲 食 業 、 サ ー ビ ス 業 等 が 集 積 し て い る 地 域

を い う 。  

(2) 事 業 者  市 の 区 域 内 の 商 店 街 に お い て 小 売 業 、 飲 食 業 、 サ ー  

ビ ス 業 そ の 他 の 事 業 を 営 む 者 を い う 。  

(3) 商 店 会  商 店 街 振 興 組 合 法 （ 昭 和 37 年 法 律 第 141 号 ） に 規 定  

す る 商 店 街 振 興 組 合 、 中 小 企 業 等 協 同 組 合 法 （ 昭 和 24 年 法 律 第

181 号 ） に 規 定 す る 事 業 協 同 組 合 そ の 他 事 業 者 の 組 織 す る 団 体

の う ち 、 市 の 区 域 内 で 活 動 す る も の を い う 。  

(4) 関 係 団 体  商 店 街 連 合 会 、 商 工 会 議 所 そ の 他 地 域 経 済 の 振 興  

に 関 す る 活 動 を 行 う 団 体 を い う 。  

(5) 大 型 店  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ２

条 第 ２ 項 に 規 定 す る 大 規 模 小 売 店 舗 を い う 。  

 （ 基 本 理 念 ）  

第 ３ 条  商 店 街 の 活 性 化 は 、 市 、 事 業 者 、 商 店 会 、 関 係 団 体 及 び 大

型 店 が そ れ ぞ れ の 果 た す べ き 責 務 を 認 識 し 、 相 互 に 連 携 す る と と

も に 、 市 民 の 理 解 と 協 力 を 得 て 推 進 さ れ な け れ ば な ら な い 。  

 （ 市 の 責 務 ）  

第 ４ 条  市 は 、 市 民 、 事 業 者 、 商 店 会 、 関 係 団 体 及 び 大 型 店 と 協 働

し て 、 商 店 街 の 活 性 化 の た め に 必 要 な 施 策 を 総 合 的 に 推 進 し な け

れ ば な ら な い 。  

２  市 は 、 事 業 者 、 商 店 会 及 び 関 係 団 体 の 活 動 を 積 極 的 に 支 援 し な

け れ ば な ら な い 。  

３  市 は 、 商 店 街 の 活 性 化 に 関 す る 施 策 を 推 進 す る に 当 た っ て は 、

国 及 び 神 奈 川 県 と の 連 携 を 図 る も の と す る 。  

 （ 事 業 者 の 責 務 ）  

第 ５ 条  事 業 者 は 、 自 ら の 創 意 工 夫 に よ り 経 営 基 盤 の 強 化 に 努 め る

と と も に 、 当 該 事 業 者 が 事 業 を 営 む 商 店 街 に お け る 事 業 者 間 の 相



互 理 解 と 協 力 に 努 め る も の と す る 。  

２  事 業 者 は 、 商 店 街 の 活 性 化 を 図 る た め 、 商 店 会 へ の 加 入 に 努 め

る も の と す る 。  

３  事 業 者 は 、 商 店 会 が 商 店 街 の 活 性 化 及 び 環 境 整 備 の た め の 事 業

を 実 施 す る と き は 、 積 極 的 に 参 加 し 、 又 は 協 力 す る よ う 努 め る も

の と す る 。  

 （ 商 店 会 の 責 務 ）  

第 ６ 条  商 店 会 は 、 商 店 街 が 地 域 の に ぎ わ い と 交 流 の 場 に な る よ う  

、 市 民 、 近 隣 商 店 会 、 地 域 活 動 団 体 、 消 費 者 団 体 等 の 多 様 な 主 体

と 連 携 を 図 り な が ら 、 自 ら 発 意 し 、 商 店 街 の 活 性 化 に 努 め る も の

と す る 。  

２  商 店 会 は 、 消 費 者 の 利 便 性 の 向 上 を 図 る と と も に 、 環 境 行 動 の

推 進 及 び 防 犯 ・ 防 災 活 動 等 の 地 域 社 会 へ の 貢 献 に 努 め る も の と す

る 。  

３  商 店 会 は 、 事 業 者 の 経 営 の 改 善 、 人 材 の 育 成 、 商 店 会 の 会 員 の

増 員 そ の 他 の 組 織 の 基 盤 の 強 化 に 資 す る 活 動 を 行 う よ う 努 め る も

の と す る 。  

 （ 関 係 団 体 の 責 務 ）  

第 ７ 条  関 係 団 体 は 、 商 店 街 の 活 性 化 に 必 要 な 情 報 の 収 集 及 び 提 供

に 努 め る も の と す る 。  

２  関 係 団 体 は 、 商 店 街 の 活 性 化 に 関 す る 事 業 に つ い て 、 市 及 び 商

店 会 と 連 携 し て 取 り 組 む よ う 努 め る も の と す る 。  

 （ 大 型 店 の 責 務 ）  

第 ８ 条  大 型 店 は 、 当 該 大 型 店 が 立 地 す る 地 域 の 商 店 会 に 加 入 し 、

地 域 経 済 の 持 続 的 な 発 展 の た め 、 市 、 事 業 者 、 商 店 会 等 が 実 施 す

る 商 店 街 の 活 性 化 に 関 す る 事 業 に 積 極 的 に 参 加 し 、 又 は 協 力 す る

よ う 努 め る も の と す る 。  

 （ 市 民 の 協 力 ）  

第 ９ 条  市 民 は 、 商 店 街 が 地 域 の 発 展 及 び 市 民 生 活 の 向 上 に 寄 与 し

て い る こ と に つ い て 理 解 を 深 め 、 市 、 事 業 者 、 商 店 会 等 が 実 施 す

る 商 店 街 の 活 性 化 に 関 す る 事 業 に 積 極 的 に 参 加 し 、 又 は 協 力 す る

よ う 努 め る も の と す る 。  

 （ 施 策 の 基 本 方 針 ）  

第 10 条  市 は 、 商 店 街 の 活 性 化 に 関 す る 施 策 の 策 定 及 び 実 施 に 当 た

っ て は 、 こ の 条 例 の 趣 旨 に の っ と り 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 基 本 と し

て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

(1) 商 店 街 の 実 態 を 的 確 に 把 握 す る こ と 。  

(2) 商 店 会 等 が 実 施 す る 商 店 街 の 活 性 化 及 び 環 境 整 備 の た め の 事

業 を 支 援 す る た め に 必 要 な 施 策 を 推 進 す る こ と 。  

(3) 事 業 者 の 経 営 の 改 善 並 び に 事 業 の 実 施 、 継 続 及 び 継 承 を 支 援



す る た め に 必 要 な 施 策 を 推 進 す る こ と 。  

(4) 商 店 街 の 活 性 化 に 関 す る 活 動 及 び 施 策 に つ い て 、 積 極 的 に 情

報 の 提 供 を 行 う こ と に よ り 、 商 店 街 の 重 要 性 に つ い て の 市 民 の

理 解 が 深 ま る よ う 努 め る こ と 。  

(5) 商 店 街 の 活 性 化 を 通 じ 、 地 域 社 会 に お け る つ な が り を 強 化 し  

、 コ ミ ュ ニ テ ィ を 醸 成 す る こ と 。  

(6) 次 代 を 担 う 人 材 の 育 成 並 び に 雇 用 の 確 保 及 び 創 出 に 努 め る こ

と 。  

(7) 商 店 街 を 利 用 す る 者 の 利 便 性 の 向 上 並 び に 災 害 時 の 対 応 を 含

め た 安 全 及 び 安 心 の 確 保 に 努 め る こ と 。  

(8) 区 及 び 局 が そ れ ぞ れ の 役 割 を 踏 ま え 、 相 互 に 連 携 を 図 る こ と  

 。  

 （ 財 政 上 の 措 置 ）  

第 11 条  市 は 、 商 店 街 の 活 性 化 に 関 す る 施 策 を 実 施 す る た め 、 必 要

な 財 政 上 の 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。  

 （ 委 任 ）  

第 12 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 平 成 27 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 


